
 

後期高齢者医療費の自己負担を２割にしないことを求める意見書 

 

 経済財政諮問会議（内閣府）や財政制度審議会（財務省）で、後期高齢者医療費

自己負担の１割から２割への引き上げが審議されています。社会保障審議会（厚生

労働省）においても論議が開始されました。 

 この医療費自己負担増の計画に対して、高齢者はもとより医療関係団体から慎重

な意見が相次いでいます。 

 高齢者の７割が所得１００万円（年金収入２２０万円）未満であり、厳しい生活

を強いられています。生活を支える唯一の公的年金は減らされ続け、年金収入が生

活保護基準を下回る世帯が３割に迫っています。 

 医療費の自己負担２割への引き上げは、医療機関の利用を大きく阻害し、高齢者

の命を縮めるものです。 

 そのため、国においては後期高齢者医療費の自己負担を２割にしないことを強く

要望するものです。 

  

 以上のとおり、地方自治法第９９条の規定により、意見書を提出します。 
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